
≪行政需要の変化に対応するため≫

「道路サービス課」など４組織を改編
～道路の維持管理体制を強化～

市は、行政改革大綱に示された取組方針に基づき、これまでも市民ニーズにあった行

政サービスを提供するため組織を見直してきたが、更なる行政需要の変化に的確に対応

するため、効率的で有効な組織となるよう、４月１日（土）から新しい体制とする。

●補修事務所の体制及び機能を強化し、「道路サービス課」に改編

市民からの道路に関する要望等の窓口を一本化することにより、市民に

分かりやすい窓口にするとともに、迅速な対応が可能な組織とするため、

土木部管理課補修事務所を土木部道路サービス課に改編する。

●デジタル社会の実現のため、行政管理課情報政策係を「情報政策課」に改編

デジタル社会の実現に向け、全庁的な事務の見直しやＤＸを推進し、市

民サービスの向上を目指すため、総務部行政管理課情報政策係を総務部情

報政策課に改編する。

●就学前児童の窓口を一本化するため、学校教育課業務の一部を子ども保育課へ移管し、

保育課の名称を「子ども保育課」に改める。

学校教育課が所管している幼稚園事務の一部を保育課に移管し、施設利用や補助制度

の窓口を一本化することで、手続等の利便性の向上を図り、就学前児童の保護者に分か

りやすいよう保育課の名称を子ども保育課に改める。

●「鈴木貫太郎記念館建設準備担当」を「市政推進室」に設置

鈴木貫太郎記念館が休館となり既に３年が経過しており、早期再建に向

けて事業の更なる推進を図っていくため、市長直轄の市政推進室に設置す

る。
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